
No1
○ ● ○ ○

○ （ ○ ○ ） ○建設事業 ○それ以外の継続事業
● ○
○ 有 ● 無
○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ○計画 ●非計画

（ ） （ 直営の場合 ○常勤 ○非常勤 ○臨時職員 ）

（単位：千円）

山口 内線 2716

荒川区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場
の整備に関する条例及び同規則

事務事業名 放置自転車撤去
部課名 防災都市づくり部交通対策課 課長名 平野

担当者名

事務事業分析シート（平成28年度）

主要事業 事務事業コード 10-03-08 戦略プラン 協働 業務 財務 人事

事務事業の種類 新規事業 28年度 27年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（28年度）

01-06-01 放置自転車撤去

終期設定 年度
開始年度 昭和 平成 60 年度 根拠

法令等

政策 08 良好で快適な生活環境の形成
施策 04 放置自転車対策の推進

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅳ 環境先進都市

経過

●撤去手数料の額の推移
・昭和60年12月　自転車2,000円、原付3,000円　・平成9年3月　自転車3,000円、原付4,500円
・平成11年10月　自転車5,000円、原付7,500円
●撤去自転車管理システム稼働　　平成21年12月
●夜間撤去（町屋駅周辺）　　　　平成24年9月

必要性

駅周辺の放置自転車問題に対処するためには、強制撤去する必要がある。

実施
方法

2一部委託

目的

放置された自転車等を撤去する事により安全で快適な生活環境の維持･向上を図る。

対象者
等

区民、近隣区の自転車等利用者

内容

・駅周辺を放置禁止区域に指定し、警告後１時間を経過したものを撤去している。
　なお、放置禁止区域外について、警告後１週間を経過したものを撤去している。
・撤去した自転車は、保管台帳を作成し、防犯登録により警察に所有者の照会をして返還通知を送付して
　いる。（保管期間は２箇月）
・撤去した自転車は三河島保管場所に保管し、保管期間中に所有者に返還している。受付時間は午前９時
　から午後８時。撤去手数料は自転車が５，０００円、原付が７，５００円。

26年度 27年度 28年度

90,804 92,696 95,092
25,935

112,080

25,341

予算額 112,458 107,132 95,591 91,850 92,239 94,258 95,092
①決算額（28年度は見込み） 91,392 90,999 91,194 88,807

③減価償却費 14,525 18,349 18,394 15,886 15,280 16,041

合計（①＋②＋③） 126,394 132,893 131,692 131,308 131,425 134,672 95,092
470 470 470【事務分担量】（％） 500

特
定
財
源

国 10,856

18,280 19,345
都

570

②人件費等 20,477 23,545 22,104 26,615

134,672 95,092

その他 撤去手数料等 17,900 19,192 17,592

実
績
の
推
移

事項名 22年度 23年度 24年度 25年度
一般財源 97,638 113,701 114,100 113,028

処分（リサイクル等含む）(台数)
返還（台数） 2,696 4,188 4,030 3,165

予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

22年度 23年度 24年度 25年度

590

放置自転車撤去（台数） 9,036 11,275 10,211 8,328 7,306 6,246
26年度 27年度 28年度

2,716 2,226
3,920 4,905 4,389 700 700 700

売却（台数） 2,295 1,958 1,823 4,956 3,986 3,446



No2
予算・決算の内訳

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（

指
標
分
析
）

（ 区 未実施 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

平成26年度（決算） 平成27年度（決算） 平成28年度（予算）
節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

光熱水費等 保管所光熱水費等 307 光熱水費等 保管所光熱水費等
報酬 非常勤職員報酬等 2,372委員報酬等 非常勤職員報酬等 2,375 報酬 非常勤職員報酬等

撤去及び保管場所維持用品等 3,011一般需用費 撤去及び保管場所維持用品等 2,338 需用費 撤去及び保管場所維持用品等 2,442
役務費 保管所電話、海外譲与運送等 409 役務費 保管所電話、海外譲与運送等

2,079
298 共済費 非常勤職員共済費 302

407 役務費 保管所電話、海外譲与運送等 421
需用費

放置防止啓発業務等 81,001

5,449 使用料等 自転車保管所借地料等 5,464
委託料 放置防止啓発業務等 78,892 委託料

使用料等 自転車保管所借地料等
委託料 放置防止啓発業務等 82,502

使用料等 自転車保管所借地料等 5,463

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明

負担金補助等 海外譲与自治体連絡会分担金等 1,020

25年度 26年度 27年度
28年度
見込み

目標値
(28年度)

負担金補助等 海外譲与自治体連絡会分担金等 1,020 負担金補助等 海外譲与自治体連絡会分担金等 1,020

放置台数（午後の定点観測値） 873 840 795 750 750

・放置台数が減少する一方で、区内の各地区ごとに取り組むべき課題が異なってきている。
・午後から夕方にかけて、駅利用者や買い物客等の放置が目立ってきている。

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

指
　
　
　
　
標

平成２７年２月会議　自転車の無料引き取り事業について

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

28年度 29年度

重点的に推進 重点的に推進

放置自転車対策を、今後も積極的に推進する。

問題点・課題の改善策

引き続き、放置防止と盗難防止の
観点から共同での取組みを実施し
ていく。

生活安全課、警察署と共に、放置防
止、盗難防止の観点から、共同でク
リーン作戦を実施した。

平成27年度に取り組む
具体的な改善内容

平成28年度以降に取り組む
具体的な改善内容

平成27年度に実施した
改善内容および評価

各地区における課題の洗い出しを行
う。



No1
○ ● ○ ○

○ （ ○ ○ ） ○建設事業 ○それ以外の継続事業
● ○
○ 有 ● 無
○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ○計画 ●非計画

（ ） （ 直営の場合 ○常勤 ○非常勤 ○臨時職員 ）

（単位：千円）

8,000合計 7,890 7,810 7,810 7,960 8,000
バイク置場（定数） 25 25 25 25 25 25
自転車駐車場（定数） 4,162 4,162 4,162 4,162 4,602 4,602
自転車置場（定数） 3,703 3,623 3,623 3,773 3,373 3,373

26年度 27年度 28年度実
績
の
推
移

事項名 22年度 23年度 24年度 25年度
82,671 46,380一般財源 15,946 24,473 34,066 53,487 93,490

28,612その他 登録手数料等 26,784 31,119 27,929
都

特
定
財
源

国
合計（①＋②＋③） 42,730 55,592 61,995 82,099 93,490 82,671 46,380

400 400 400
13,652③減価償却費 12,908 13,520 13,004

②人件費等 14,371 16,099 16,388 24,047 22,794 22,409
①決算額（28年度は見込み） 28,359 39,493 32,699 44,532 57,692 46,610 46,380
予算額 31,619 45,941 33,890 47,740 61,396 56,893 46,380

26年度 27年度 28年度
予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

22年度 23年度 24年度 25年度

【事務分担量】（％） 260 380 400

経過

・H8年4月　センターまちや自転車駐車場新設
・H14年4月　南千住駅東口自転車等駐車場新設
・H18年4月　指定管理者制度導入
・H20年4月　日暮里駅前自転車駐車場新設
・H20年8月　自転車駐車場一時利用料金の変更
・H26年10月 三河島駅前自転車駐車場　新設

必要性

放置自転車問題に対しては、強制撤去などの「規制策」と駐車場整備などの「誘導策」を併せて講じてい
く必要がある。

実施
方法

自転車置場　3委託　シルバー人材センター

（自転車駐車場　3委託　指定管理者)

目的

自転車等の利用者の利便を図り、区民の良好な生活環境の向上に資するため

対象者
等

区民、近隣区の自転車利用者

内容

１自転車駐車場
・定期利用料金　区内2,000円/月　区外4,000円/月（学割あり）
・一時利用料金　２時間以内無料（H20年8月から) 8時間以内100円　8時間超200円
２自転車置場
・登録手数料　区内3,300円、区外6,600円

政策 08 良好で快適な生活環境の形成
施策 04 放置自転車対策の推進

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅳ 環境先進都市

荒川区自転車等駐車場条例等
終期設定 年度
開始年度 昭和 平成 61 年度 根拠

法令等

事務事業の種類 新規事業 28年度 27年度

山口 内線 2716

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（28年度）

01-06-02 自転車駐車場管理運営費等

業務 財務 人事

事務事業名 自転車置場・自転車駐車場管理運営
部課名 防災都市づくり部交通対策課 課長名 平野

担当者名

主要事業 事務事業コード 10-03-09 戦略プラン 協働

事務事業分析シート（平成28年度）



No2
予算・決算の内訳

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（

指
標
分
析
）

（ 区 未実施 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

平成２０年第２回定例会　京成線高架下への自転車等駐車場設置について
平成２３年第１回定例会　京成線高架下への自転車等駐車場設置、区営自転車駐車場の一時利用料金の引き
　　　　　　　　　　　　下げについて
平成２６年１１月会議　　京成線高架下の有効活用について

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

28年度 29年度

推進 推進

放置自転車対策を重点的に行う地域について、自転車を駐車するための施
設を整備し、区と指定管理者それぞれにおいて、効率的・効果的な管理運
営を行う。

各地区ごとの課題の洗い出しを行
う。

施設の老朽化対策として、一部の自
転車駐車場で、ゲートシステム更新
やサイクルラックの修繕を実施し
た。

新たな指定管理手法の導入検討

問題点・課題の改善策

平成27年度に取り組む
具体的な改善内容

平成27年度に実施した
改善内容および評価

平成28年度以降に取り組む
具体的な改善内容

・区内各地区において、取り組むべき課題が異なってきている。
・南千住駅、町屋駅等の民営駐輪場の状況把握等

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

放置台数（午後の定点観測値） 873 840 795 750 750

駐輪可能台数（合計・一日当た
り）

10,348 10,507 10,706 10,800 10,800
民営駐輪場2,706　駐輪場・置場、
定期一時定数8,000台

27年度　置場3,687人　自転車駐車
場3,378人

自転車置場 　自転車駐車場
定期登録者数

7,041 7,298 7,065 7,350 7,800

25年度 26年度 27年度
28年度
見込み

目標値
(28年度)

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明

2,247 工事請負費 工事請負費 4,332
公有財産購入費 増床負担金(27,388)ほか 27,666 公有財産購入費 公有財産購入費 7,400

負担金補助 民営自転車駐車場育成補助金 463 負担金補助 工事請負費
使用料等 公有地賃借料　その他賃借料 6,163

31,361 委託料 置場整理誘導、指定管理料(10956) 33,547

使用料等 公有地等賃借料 757 使用料等 公有地賃借料　その他賃借料 3,467
委託料 置場整理誘導、指定管理料(3334) 26,588 委託料 置場整理誘導、指定管理料(14766)

一般需用費 置場用品　印刷製本等 1,363
672 光熱水費 駐輪場等光熱水費 687

一般需用費 置場用品　印刷製本等 1,245 一般需用費 置場用品　印刷製本等 1,247
光熱水費 駐輪場等光熱水費 721 光熱水費 駐輪場等光熱水費

賃金 登録アルバイト 288賃金 登録アルバイト 252 賃金 登録アルバイト 216
節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

平成26年度（決算） 平成27年度（決算） 平成28年度（予算）



No1
○ ● ○ ○

● （ ● ○ ） ○建設事業 ○それ以外の継続事業
○ ●
● 有 ○ 無
○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ○計画 ●非計画

（ ） （ 直営の場合 ○常勤 ○非常勤 ○臨時職員 ）

（単位：千円）

26年度 27年度 28年度実
績
の
推
移

事項名 22年度 23年度 24年度 25年度
0 800一般財源 0 0 0 0 0
‐ 3,200その他 駐輪対策等助成金

‐都 ‐
‐ ‐特

定
財
源

国
合計（①＋②＋③） 0 0 0 0 0 0 4,000

③減価償却費
②人件費等
①決算額（28年度は見込み） - - 4,000
予算額 ‐ 4,000

26年度 27年度 28年度
予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

22年度 23年度 24年度 25年度

【事務分担量】（％）

経過

・平成５年１２月２２日公布　平成６年６月２０日施行
　『自転車法（自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律）』
・平成９年１０月２０日改正、平成１０年４月１日施行
　『荒川区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例』
・平成１２年５月策定
　『荒川区自転車等の駐車対策に関する総合計画』（平成１２年度～２１年度）
・平成２７年３月
　平成２６年度包括外部監査
　『放置自転車対策事業及び自転車駐車場の管理運営について』
　・第三　監査の結果及び及び意見　Ⅰ総論　１，放置自転車対策事業の見直しについて
　　（４）新たな総合計画の策定について

必要性

　地域ごとに異なる課題を的確に把握、放置自転車対策を次の段階へと進める道筋を示すためにも、
必要不可欠な取組みである。

実施
方法

2一部委託

目的

今後における放置自転車対策事業を計画的かつ効果的に遂行していくため、総合的な現状分析を行い、各
地区における課題を的確に捉えつつ、中・長期的な将来予測に基づく対策を推進していく。

対象者
等

区民、近隣区の自転車等利用者等

内容

【平成２８年度】
・自転車等の利用に関する調査等業務委託

【平成２９年度】
・荒川区自転車等駐車対策協議会の運営
・自転車総合計画策定

政策 08 良好で快適な生活環境の形成
施策 04 放置自転車対策の推進

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅳ 環境先進都市

自転車法　荒川区自転車等の放置防止及び自転
車等駐車場の整備に関する条例終期設定 29 年度

開始年度 昭和 平成 28 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 28年度 27年度

山口 内線 2716

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（28年度）

01-11-01 自転車総合計画策定事業費

業務 財務 人事

事務事業名 自転車総合計画策定事業
部課名 防災都市づくり部交通対策課 課長名 平野

担当者名

主要事業 事務事業コード 10-03-11 戦略プラン 協働

事務事業分析シート（平成28年度）



No2
予算・決算の内訳

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（

指
標
分
析
）

（ 区 未実施 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

平成２３年２月定例会「（仮称）自転車等の駐車対策総合計画」の策定

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

28年度 29年度

推進 重点的に推進

放置自転車対策を次の段階へと進める道筋を示すためにも、必要不可欠な
取り組みである。

　　　　　　　－ 　　　　　　　－ 自転車等の利用に関する調査等業
務委託

問題点・課題の改善策

平成27年度に取り組む
具体的な改善内容

平成27年度に実施した
改善内容および評価

平成28年度以降に取り組む
具体的な改善内容

・西日暮里再開発に伴う新たな公営駐輪場の整備目標台数の把握
・徹底した現状把握（民間駐輪場の把握も含む）
・放置禁止区域外の状況把握

他
区
の
実

施
状
況

実施 7 15 不明 0

分析調査（％） ‐ ‐ ‐ 100 100

ヒアリング調査（％） ‐ ‐ ‐ 100 100

現状分析調査（％） ‐ ‐ ‐ 100 100

25年度 26年度 27年度
28年度
見込み

目標値
(28年度)

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明

委託料 各種基礎調査委託 4,000
節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

平成26年度（決算） 平成27年度（決算） 平成28年度（予算）


